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５つの基本方針

基本理念

１　地域の視点に立った信頼される医療を目指します。
２　安全性が保障された質の高い医療を追究します。
３　地域の医療機関や福祉・介護施設との連携を進めます。
４　活力に溢れ、誇りを生み出す組織風土を醸成します。
５　公営企業として、経営の健全化に努めます。

① 表紙《夏休みKids病院探検ツアー》

② カプセル内視鏡 導入のお知らせ

③ 公開講座特集

④ 災害訓練の実施､こんにちは赤ちゃん

⑤ 患者総合支援課通信

⑥ 10月からの選定療養費について

［掲載項目］

多くの人々との出会いを通じて、新しい医療環境の創造に努めます。
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カプセル内視鏡検査とは？

カプセル内視鏡検査の流れ

お問い合わせについて

　超小型カメラを内蔵した長さ26ｍｍ×幅11ｍｍのカプセルを飲み
込むことで、小腸の内部を撮影することが出来るという内視鏡検査
法です。

　カプセル内視鏡は、小腸専用の内視鏡検査装置として開発されま
した。小腸は、全長が約６～７ｍと長く、全消化器官の約3/4を占
める体内で最も長い臓器であり、従来の内視鏡やレントゲンなど他
の方法での観察は困難とされていました。

　しかし、このカプセル内視鏡の登場により、従来の小腸検査では
検出されなかった病変を観察できるようになりました。

《検査の前日》
　消化の良い食事を午後７時までに摂り、その後は、飲食はお控え
ください。喫煙はカプセルを飲む24時間前からおやめください。

《検査のはじまり》
　当院でアンテナを腹部に貼付し、記録装置をベルトで腰に付けま
す。カプセル内視鏡を適量の水で飲みこみます。その後は、職場や
ご家庭にお戻りいただけます。カプセル服用４時間後より軽食をとっ
ていただけます。

《検査のおわり》
　約８時間後、当院にお戻りいただき、アンテナと記録装置を返却
いただきます。カプセルは排便時に体外に排出されます。

　内視鏡検査には事前の診察や検査予約が必要です。

　ただし、健診目的の検査は受け付けておりません。

　詳細につきましては、当院の内視鏡室までご連絡ください。

カプセル内視鏡
— 小腸検査のお知らせ —

平成30年４月より導入しました。

11mm

26mm



医療センターだより よしぶえ　NEWS LETTER

　平成30年６月30日（土）、当院よしぶえホールにて「第８回健康い
きいき公開講座」を開催しました。本講座は、世界禁煙デー（毎年５月
31日）、日本禁煙週間（毎年５月31日～６月６日）にちなんで毎年開
催しており、喫煙者の方には禁煙に踏み出す機会を提供し、非喫煙者の
方々の受動喫煙被害ゼロを目指す風土を醸成することを目的としています｡

　第１部では健康啓発講演会を開催し、６人の演者がそれぞれの専門の
立場から受動喫煙被害や禁煙の重要性についてお伝えしました。第２部
では肺機能検査や呼気中CO測定、骨密度検査を実施し、自分たちの体
の健康状態について理解することができました。

　当院では禁煙外来を実施しています。「禁煙したい！」「家族に禁煙
をすすめたい！」と思われている方はぜひ当院の禁煙外来をご受診くだ
さい。
（事前予約制、予約専用電話 0748－31－1267）

　平成30年７月28日（土）、心臓血管外科主催の「第３回夏休み
Kids病院探検ツアー」を開催しました。小学校高学年～中学生を対
象としたイベントで、子どもたちに病院や医療を身近に感じていただ
き、興味を抱いてもらうことを目的としています。

　午前中は「病院を見学しよ
う！」をテーマに、手術室や
検査室、リハビリ室など普段

見られない所を見学していきました。それぞれの場所で説明を受
け、体験することで、病院で働く様々な職種の理解を深めることが
できました。午後からは「オペ体験をしよう！」をテーマに、医師
と一緒にぶたの心臓を使って、心臓手術体験をしました。最初は戸
惑っていた子どもたちも、スタッフと一緒に体験することでだんだ
んと慣れていき、楽しみながら手術を行うことができました。

上記の予定は変更される場合があります。開催日が近づきましたら、当院ホームページ、広報おうみはちま
んでも情報を掲載しますので随時ご確認ください。

10月13日（土）
11月17日（土）
11月18日（日）
11月25日（日）
12月 ８ 日（土）

当院よしぶえホール
当院よしぶえホール
当院よしぶえホール
男女共同参画センター
当院よしぶえホール

救命・救急市民公開講座
糖尿病市民公開講座
小児外科市民公開講座

CKD（腎臓病）市民公開講座
脳卒中市民公開講座

健康いきいき公開講座

夏休みＫｉｄｓ病院探検ツアー

今後の公開講座の開催予定をお知らせします！
開催日 場　所 公開講座名
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産まれてきてくれて
ありがとう！

これからよろしくね！

晴　己くん
（2018年７月30日生まれ／2834ｇ）

心　奏ちゃん・心瑠梨ちゃん
（2018年７月24日生まれ／2548ｇ・2396ｇ）

み かな こ る りはる き

当院で生まれた赤ちゃんを紹介します！

●保護者の方から掲載希望をいただいた赤ちゃんのみ掲載しております。

やっと会えたね。
元気に産まれて
きてくれて
ありがとう。

　平成30年６月10日（日）、「院内災害医療訓練」を実施しました。当院は地域災害拠点病院の指定を受
け、東近江医療圏域の医療を支援する責務を負い、重症・重篤な傷病者を受け入れるなど、災害時に災害医
療を担う病院として位置づけられています。当院では例年、災害医療訓練を実施し、災害時の医療体制の
整備に努めています。訓練は被災者受け入れから各エリアへの搬送、診療に加え、各診療エリアを含めた
対応を念頭におき、実施しました。

　訓練では当院職員だけでなく、東近江保健所、滋賀八幡病院、八幡看護専門学校など院外からも多数ご参
加いただきました。ありがとうございました。
　災害時には院内の職員だけでなく、行政機関や他の医療機関との連携が重要になります。今回訓練で得た
ことを「医療救護活動のあり方」や「地域及び協力体制の構築」の検討材料として活用し、今後も災害時の
医療体制の整備に努めていきます。

　平成30年６月18日（月）、大阪府北部を震源とした最大震度６弱の地震が発生し
ました。被害を受けられた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。当院では県
の出動要請に基づき、DMAT隊員７名を被災地拠点病院に派遣し、避難所の被災状
況調査などを行ないました。

大阪北部地震に災害派遣医療チーム（DMAT）を派遣

院内災害医療訓練を実施しました！

① 被災者受け入れ ② 各エリアへの搬送 ③ 診　　察
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患者総合支援課通信

びわ湖メディカルネットが、今春から「びわ湖あさがおネット」になりました。
当院では、「びわ湖あさがおネット」のご利用を推進しております。

【引用：びわ湖あさがおネットホームページ】

　びわ湖あさがおネットは、ＩＣＴ技術を用いて、安全に診療情報や在宅療養支援情報を関係機関で共有出
来る仕組みです。

　ただし、よく知らない医師・医療機関等に診療情報を見られたくない、ウィルス感染などで情報漏えいし
ないかなど心配される方もいらっしゃるかと思いますが、情報を閲覧する事が出来るのは参加機関のうち、
患者さんが実際に受診ないし医療・介護サービスを受けておられる医療機関・施設・事業所等に限られま
す。利用者には事前に「この医療機関・施設と情報共有しても大丈夫ですか」と確認させて頂き、同意され
た方のみのご利用となります。また、一度同意頂いた後でも同意撤回は可能です。当システムは高いセキュ
リティを確保した専用回線を用いており、安心してご利用いただけます。

　当システムの事を詳しくお知りになりたい方は、院内に設置しておりますパンフレットをご覧頂くか、患
者総合支援課までお気軽にお問い合わせ下さい。 
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10月からの初診時・再診時の選定療養費について

　当医療センターでは、他の医療機関からの紹介状をお持ちでなく直接来院された初診の患者さんについて、
初診にかかる費用として「初診時選定療養費」をご負担いただいております。この度、平成30年度診療報
酬改定により、病床数400床以上の地域医療支援病院を受診する場合には、原則として、初診時又は再診時
に選定療養費を患者さんにご負担いただくことになりました。

　この制度に基づき、近江八幡市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の施行に伴い、
平成30年10月１日から初診時・再診時の選定療養費として、下記の料金を対象の患者さんにご負担いだき
ますのでお知らせします。当医療センターは、地域の医療機関と連携することにより、患者さんの状態に
応じた適切な医療を提供するためにも、地域住民の皆様には、まず「かかりつけ医」を受診し、紹介状の
ご持参をお願いいたします。

詳細につきましては、当院の医事課までご連絡ください。

近江八幡市立総合医療センター
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町 1379番地
 TEL 0748-33-3151　FAX 0748-33-4877

＊病院へのご意見・ご質問をお寄せください。
　　　　　　　　　　　　発行：広報委員会

当センターで医療を受けられる方の権利
１.人権が尊重され、良質で適切かつ安全な医療を、平等・公正に受ける
　 ことができます。
２.自分の受ける医療について説明を受け、検査や治療方法などを自分で
　 選ぶことができます。
３.診断や治療について、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める
　 ことができます。
４.診療情報の提供、又は診療記録の開示を求めることができます。
５.診療上の個人情報やプライバシーが守られる権利があります。

以下に該当する方は選定療養費ご負担の対象外となります。
　●　救急車等で搬送された方、休日・夜間に救急外来を受診された方
　●　外来受診後、そのまま入院となった方
　●　当医療センターの他の診療科に通院中の方
　●　生活保護や特定の疾患等により各種公費負担の対象となっている方

県身障医療、市身障医療、県重度身障医療、市重度身
障医療、生活保護、更生医療、原爆医療、精神通院医
療、育成医療、肝炎、特定疾患、小児慢性特定疾患、
措置、結核等

乳幼児福祉医療、子供医療、母子医療、
父子医療、老人福祉医療、一人暮らし寡婦

【初診時選定療養費】他の医療機関からの紹介状を持たずに当医療センター
を初診で受診される場合

内　　              容

選定療養費をご負担いただく公費

料　　金

選定療養費をご負担いただかない公費

5,400 円（税込）

2,700 円（税込）【再診時選定療養費】当医療センターが他の医療機関に対して紹介を行った
にもかかわらず、引き続き当医療センターを受診される場合


